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矛 ″ 燿 修 燿 多 ι

二輪 の里
イサー ビスセ ンター

638017桜井市慈恩寺285番地

0744-46-1808
三輪の里

見学 (無料体験)は随時受け付けしております

どうぞお気軽 にお問い合わせください

※几学1+のリービス|こ 関するご要望がございましたら ビ遠慮なくお中し出ください

デ

〒
８

デくサービス
加齢や認知症などが原因で、日常生活において何 らかの援助が必要 となった要介護者や、家に閉

じこもりがちなご高齢者を対象に、日常生活の介護、人浴、食事、健康チェック、機能訓練、レク

リエーションなどのサー ビスを、ご利用者 とそのご家族の意向に沿つて 日帰 りで提供 します。ご利

用者の社会的llf立感の解消、心身機能の維持、ご家族の身体的及び精神的負担の軽減 も図 ります。

「人と人とが自然な関係を築き合えるように、共にふれあ   地域包括支援センター、居宅介護支

うことができる環境をつくることJ「′≧ の維持 向上につ

ながるように、その方の 切な介護を行うこ

とJ、 この iつの基本理念 、私達は、ご利用者

お一人お一人に、
「

寧に、親密に17~し てまいります。また、

介護に携わるご家族の負担を軽減し、ご利用者だけでな

く、そのご家族の生活もサポートします。

利用対象者

原則桜井市にお住まいの

介護認定を受けられた方

援事業所、保健 医療サービスや福祉サ

ービスを提供する事業所と綿密 に連携

し、地域にお住まいの要支援者や要介護

者が、これまでと変わることなく安心して

在宅で生活を送れる体制・環境づくりに

努めています。
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_定休日

毎週 日曜 日

※年末年始 (12/31～ 1/3)

機能訓練

レクリエーション

日常生活に対する介護

健康管理

生活相談及
基本利用時間

午前 9時 20分から午後 3時 35分 まで

※ご禾1用時間に関するご相談に応じます

び指導

※当Ⅲ:業所は,ア ′ヽウスと

'設
しています

・家でお風呂に入るのnt大変

・家にこも
`lが

ちで体が弱って

・独ιlき ιlの生活勝不安

|「



Q
邸

枢

鵬

回
営

∝
ト
ト
、∞

０
∽
Ｎ
∽^

Ｑ
一
０
ω^
「

回

〓

ロ
ト
ト
∞^

０
０
０
ト^

ω
Ｏ
∞
「^
「

南
Щ
Ｏ
【

“
ト
ト
い^

０
０
０
．０

”
卜
０
Ｏ^
¨

回
０

ロ
ト
ト
い^

０
「
Ｎ
０^

¨
∞
０
０^

回

∞

０
∞
寸
．ｍ

Ｏ
Ｎ
Ю
じ^

Ｏ
Ｏ
Ｏ
０^

回

ト

い
守
Ｏ
．
”

Ｏ
“
∞
守^

じ
卜
∝
」^

回

０

０
「
Ｃ
．Ｎ

０
守
一
．寸

０
に
卜
Ｃ^

回

い

じ
卜
【
、Ｎ

Ｏ
ｍ
寸
∞^

吟
Ｎ
Ｃ
」^

回
「

０
守
卜
「^

０
０
卜
一^

０
０
わ
．寸

回
“

０
０
”
一^

０
卜
０
一^

０
卜
“
め^

回

Ｎ

０
卜
∝

０
∞
∞
［^

Ｏ
ｍ
一
一^

回

「

ｍ
ｍ
寸

０
０
０

０
い
「
「^

H
邸

枢

椰

榊

轟

女

靭

椰

ｍ
Щ
¨
「

Ｑ
寸
∞
「^

０
∞
Ｎ
∞^

一
肉
「
〇^
【

回

〓

ω
守
∞
「^

０
０
い
．ト

一
“
守
．０

南
Щ
Ｏ
「

ω
寸
∽
．「

０
０
０
０^

Ｎ
守
卜
∞^

回

０

ω
守
∞
．【

０
「
一
０^

Ｎ
Ｏ
Ｏ
∞^

回
∞

ω
寸
∞
【^

Ｏ
Ｎ
Ю
Ю^

ω
Ｏ
∞
ト^

回

ト

ω
守
∞
．【

０
“
∝
．寸

ヽ
」
０
．Ｃ

回
０

Ｎ
守
∞
「^

０
寸
「

寸^

∞
∞
０
崎^

回
め

Ｎ
寸
∞
．【

Ｏ
Ю
寸
、”

Ｎ
Ｏ
Ｎ
Ｃ^

回
守

一
５
０
【^

０
０
」
＾

Ｎ

ヽ
ゆ
寸
寸^

回
い

０
〇
一
一^

Ｏ
』
０
＾

Ｎ

０
め
め
．∞

回
”

０
寸
∞

０
∞
め
、「

Ｏ
Ｎ
一
．一

回

「

∞
ω
寸

０
０
０

“
「
Ｈ
「^

計
Ｏ
凶
騨
条
網
ぐ
鵬

緊
回
眠
要
ヽ

舎
晋
）ぐ
製
ｕ
ヽ
瞑
烹
瘍
夜
堅
よ
網
く

Ｅ
８
９
“

０^
，

■

“
Ш
）
証
“

期
〓
型
言

市
　
くロ

投
掻
瞑
ヾ
購
Ｒ
怪
絆

（ぐ
黙
Ｎ
３
役
硬
‘
駅
マ
句
）
椰
念
８
士
∞
導
十
Ｄ
４
０
Ｒ
世
ｏ混
↓
）

憔
頭
叫
畑
薬
（単
α
撫
暖
烹
句
）
暖
要
句
―
ヽ
ヽ
や
Ｋ
御
ｌ
か
ヽ
休
釧
Ｃ
繹
＝

Ｋ
御
―
卜
ヽ
年
副
遮
ト

Ｋ
御
―
卜
欄
く
拠
用

Ю
網

↑

臨

回

圏

∞
０
０
め^
「

Ｃ
∞
Ｎ
∞^

∞
∞
∞
．一
Ｎ

回
∞

一
卜
Ｏ
０^

Ｏ
Ｎ
Ｏ
０^

Ｎ
Ｏ
Ю
＾

守
「

回
寸

０
め
い
守^

０
リ
ト
．一

０
０
Ｎ
、ト

回

【

寸
め
「
「^

０
０
０

「
一
∞
「^

寸
継

ぐ

臨

ｍ
Щ
Ｎ
【

∞
０
一
、ヽ
「

０
∞
一
、∞

∽
守
Ю
Ｏ^
Ｎ

回

∞

∞
卜
「
∞^

〇
一
い
ｍ^

∞
０
０
め^
「

回
寸

０
０
０
＾ヾ

０
０
卜
一^

０
い
∞
０^

回
「

め
Ｎ
Ｏ
「^

０
０
０

∞
「
卜
「^

め
網

↑

鵬

回
営

卜
Ｎ
Ｏ
．０
「

Ｏ
∞
Ｎ
．∞

卜
〇
ヽ
．０
「

回
∞

Ю
∝
∞
ト́

〇
一
い
．０

い
０
∞
．Ｎ
「

回
寸

”
守
Ｃ
め^

Ｏ
Ｃ
卜
．Ｎ

”
０
守
．０

回

【

Ｈ
【
０

０
う
０

「
０
０
「^

匈
網

↑

鵬

ｍ
日
「
「

∞
∝
じ
パ
一

Ｏ
∝
Ｎ
”^

∞
０
∞
卜^
¨

回
∽

∞
う
ｍ
＾

０

Ｏ
Ｎ
喧
崎^

Ｎ
「
０
「^
¨

回
寸

卜
の
「
＾

”

０
０
卜
Ｑ^

卜
わ
０
０^

回

「

０
０
ト

０
６
０

０
∞
守
一^

Ｈ
網

ぐ

臨

ｍ
］
一
「

卜
寸
一
∞^

０
∞
ω
∞^

卜
一
Ю
０^
「

回

∞

∞
０
寸
Ю^

〇
一
い
Ю^

∞
「
０
一^
「

回
守

０
守
卜
Ｎ^

０
０
卜
一^

０
０
い
Ю^

回
「

∞
∞
０

０
い
０

∞
卜
∞
「^

計
復
図
脳
挙
網
↑
鵬

無
回
曜
戻
哄

●

●

●

員

８

↑

ヽ

κ

※

ニ
ユ

こ

●

■

，

■

Ｌ

晨

■

●

“
一〓

樫

↑

Ｅ
８

，
‘

―^
ヤ

，

“
Ш
）証
‘

期
７
Ｎ
８

花

　

０
．‘
地
無
〉

，
Ｒ

Ｏ
‘
Ｅ
●
■
聟
脈
■

イ
一）
〓
Ｃ
ｔ
期

〓
熙
マ
「

．●
“
ｓ

，
）
■
■
■
‘
）
●

”
却
壺
〓
ヽ
ヽ
Ｃ

Ｃ^
国
場
０
こ
貸
雲
羞

増
晟
Ц

′
Ｆ
Ｔ
“
さ
無
檀
‘
曜
マ
「
´
К

Ъ
Ｉ
卜
ヽ
ヽ
――
″
ィ
ヽヽ

櫂
ヽ
約
爬
稲
”
ヽ

黙
枢
椰
●
櫂
“
【
繋
ヽ
Ｎ

Ｗ
壼
●
Ж
ｍ



三輪の里デイサービスセンターご利用プラン

【要介護1～ 5に認定された方を対象 】

プランA(全日基本利用型)

ご禾1用時間   午前 9時 20分から午後 3時 35分まで

基本サービス内容 送迎・入浴・作業プログラム ロ腔体操・昼食

個別機能司1練・集団レクリエーション活動・おやつ 他

ご利用時間

基本サービス内容

プランB(午前利用型)定員5名

午前 9時 20分から午後 1時 00分まで

送迎・入浴・作業プログラム・口腔体操・昼食 他

ご利用時間

基本サービス内容

プランC(午後利用型)定員5名

午後 1時 30分から午後 3時 35分まで

送迎・入浴 (※個浴またはシャワー浴のみ)・ 個別機能司1練

集団レクリエーション活動・おやつ 他

ご利用時間

基本サービス内容

プランD(全日延長利用型)定員5名

午前 9時 20分から午後 4時 50分まで

送迎 入浴・作業プログラム・ 口腔体操・昼食

個別機能訓練・集団レクリエーション活動 。おやつ 他

プランE(全日延長利用型夕食付)定員5名

ご利用時間   午前 9時 20分から午後 5時 20分まで

基本サービス内容 プランDの内容に夕食が付きます

(別途 3Q分延長料金 500円 と夕全ム 60Q旦が掛かります)

※当事業所個浴ご利用対象者は、手す りを用いて階段を昇降できる方に限らせていただきます

ので、ご了承 ください。 (写真参照 )

ご利用時間に関しては、ご禾1用

者様のご希望にできる限 り沿

えるようご相談に応じます。



三輪の里テイサービスセンターの取ιl組み
筋力や体力の衰え、日者力や記憶力の低下などにより、日常生活が不自由になることは避けた
いとお思いの方は多いのではないで しょうか。悩んでいても仕方がない、何かを始めなきゃ l

そ 。こ・で …

三輸の里デイサービスセンターがご提供する活動の 3つの “ね らい "

一、適度に無理なく体を動かすことで「身体機能の維持・運動器機能の向上」
一、自然に程良く頭を働かせることで「認知症の予防・脳の活性化J

一、とにかく楽しい活動に参力Bすることで「笑顔になる 。元気が出る」

Dbと体の健康を保ち、今讀でと変わらない生活を送りたい」そんな皆様の思いに応えるべく、
みんなで、お反達と、独りでもお楽しみいただけるプログラムを開発、ご提供いたします。

みんじて楽しめる

7月行事「七夕流し素樋 !

集団 レク リエ ーシ ョン活動

・認知症予防プログラム
・上肢機能改善プログラム
・下肢機能改善フログラム
・体幹バランス改善プログラム
・運動機能改善プログラム
・体力回復プログラム

カラオケ・ 行事や イベ ン ト

□腔体操などの体操 チャレンジ割作活動

導
、

aな達こ楽しめる

グループ活動
・チャレンジ8‐l作活動
・チャレンジプリント活動
・チャレンジ早□言葉
・チャレンジ音読活動
・チャレンジ書道活動
・チャレンジちょいカラオケ
・チャレンジいきいき体操

三輪の里デイサービスセンターでは、毎月
約 100種類ものメニューを取り揃えて
おります。毎日専門のスタッフが、ご利用
者様のご希望に合わせて調理させていた
だいており、美味しいだけでなく、安心で

安全なお食事のご提供に努めております。

独
`‖

:も楽しめる

個別作業プログラム

・プリントブログラム

・玩具プログラム
・対戦ゲームフログラム
・手芸ブログラム
・たすけあいプログラム

・健康トレーニング

/

ご当地メニュー

【山形県編 】

ごはん

芋煮

おみ漬け

どんがら汁・漬物

フルーツ 洋ナシ缶

H291111献 立

貨 :タ

5月行事「膏壺喫茶」 10月行事「運動会 J

「食」へのこだわ
"



三輸の里在宅介護支援センター

【質Fo5】 どんなことをしている事業所なの?

か
ｒ
一

【回答】「居宅介護支援Jというサービスを行う事業所です。

「居宅介護支援」つて ?

介護を必要とされる方が、ご自宅で生活を続ける中で適切に

サービスを利用できるようサポート (支援)します。

どんな職種の方がどのようにサポート (支援)してくれるの?

介護の知識を幅広く持つた専門家、ケアマネジャー (介護支

援専門員)がその役害」を担います。

ケアマネジャーは、介護を必要とする方の,い身の状況や生活

環境を把握した上で、ご本人 。ご家族の意向に基づいてケアプ

ラン (居宅サービス計画)を作成したり、様々な介護サービス

事業者との連絡 。調整などを行つたりしきす。

ケアプラン作成などの費用は自ら負lBしなければならないの?

ご利用者負担はございません。

三輪の里在宅介護支援センターにケアマネジャーはlIDI人 いるの?

女性職員 2名 (内 1名専従)と男性職員 1名 (管理者等兼務)

が 在 職 して お り ま す 。伴 成 28年 5月現在 )

鳴
.

T633‐ 0017

守
桜井市慈恩寺 285番地80744¨ 46‐ 1801

ケ7マネシャーの西日 (にし

だ)こ山口 (や孝ぐぢ)です。
いつてもあ気軽にご相談くだ
さい。私ごもが真摯に対応させ
ていただきます。



介護支援専門員 倫理綱領

前 文

私たち介護支援専門員は、介護保険法に基づいて、利用者の自立した日常生活を支援する専門職です。

よつて、私たち介護支援専門員は、その知識・技能と倫理性の向上が、利用者はもちろん社会全体の利

益に密接に関連していることを認識し、本倫理綱領を制定し、これを連守することを誓約しま―
九

条文

(自 立支援)

1 私たち介護支援専門員は、個人の尊厳の保持を旨とし、利用者の基本的人権を擁護 し、その有する

能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者本位の立場から支援 していきます。

(利用者の権利擁護 )

2 私たち介護支援専門員は、常に最善の方法を用いて、利用者の利益と権利を擁護 していきます。

(専門的知識 と技術の向上)

3 私たち介護支援専門員は、常に専門知識 技術の向上に努めることにより、介護支援サービスの質

を高め、自己の提供 した介護支援サービスについて、常に専門職 としての責任を負います。また、他

の介護支援専門員やその他専門職 と知識や経験の交流を行い、支援方法の改善と専門性の向上を図り

ます。

(公正・中立な立場の堅持)

4 私たち介護支援専門員は、利用者の利益を最優先に活動を行い、所属する事業所・施設の利益に偏

ることなく、公正・中立な立場を堅持 します。                      、

(社会的信頼の確立)

5 私たち介護支援専門員は、提供する介護支援サービスが、利用者の生活に深い関わりを持つもので

あることを鑑み、その果たす重要な役割を自覚し、常に社会の信頼を得られるように努力します。

(秘密保持)

6 私たち介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関し知 り得た利用者や関係者の秘密を漏

らさぬことを厳守 します。

(法令遵守)

7 私たち介護支援専門員は、介護保険法及び関係諸法令・通知を連守します。

(説明責任)

8 私たち介護支援専門員は、専門職として、介護保険制度の動向及び自己の作成 した介護支援計画に

基づいて提供された保健・医療・福祉のサービスについて、利用者に適切な方法 わかりやすい表現

を用いて、説明り
~る

責任を負います。

(苦情への対応)

9 私たち介護支援専門員は、利用者や関係者の意見・要望そして苦情を真摯に受け止め、適切かつ迅

速にその再発防止及び改善を行います。

(他の専門職との連携 )

10 私たち介護支援専門員は、介護支援サービスを提供するにあたり、利用者の意向を尊重し、保健医

療サービス及び福祉サービスその他関連するサービスとの有機的な連携を図るよう倉1意工夫を行い、

当該介護支援サービスを総合的に提供 します。

(地域包括ケアの推進 )

11 私たち介護支援専門員は、利用者が地域社会の一員として地域での暮らしができるよう支援 し、利

用者の生活課題が地域において解決できるよう、他の専門職及び地域住民との協働を行い、よつて地

域包括ケアをlL・tします。

(よ り良い社会づくりへの貢献)

12 私たち介護支援専門員は、介護保険制度の要として、介護支援サービスの質を高めるための推進に

尽力し、より良い社会づくりに貢献します。


